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第第第第第 88888 回回回回回

　第7回の「労働者協同組合物語」から少々
間隔があいてしまったが、今回の第8回では
「近代協同組合の創始」と一般に称されてい
るロッチデール公正先駆者組合が試みた生産
協同組合に言及することで労働者協同組合運
動の一齣を論じてみることにしたい。しか
し、先駆者組合が試みた生産協同組合を論じ
る前に、先駆者組合が何故「近代的協同組合
の創始」と称されるのか、先駆者組合の歴史
的ポジションを理解しておく作業が必要とな
るので、先ずはその作業に幾分かを費やし、
その後に生産協同組合に触れることをお断り
しておく。

11111．．．．．ロッチデールのロッチデールのロッチデールのロッチデールのロッチデールの22222 つの協同組合つの協同組合つの協同組合つの協同組合つの協同組合
　ところで、先回はエドワード・トマス・ク
レイグによって成功裡に指導されたララヒ
ン・コミュニティ（アイルランド）について
述べたのであるが、そのララヒン・コミュニ
ティは、1833年に突然、コミュニティの所
有者ジョン・スコット・ヴァンデルアーの賭
け事によって終焉をむかえてしまった。その
ララヒン・コミュニティについて、現代の研
究者の多くは、「短命」であったとはいえ
もっとも成功したオウエン主義コミュニティ

であった、との評価を与えている。現在、協
同組合運動やオウエン主義思想に関心をもっ
ている研究者の間でララヒン・コミュニティ
に関わる研究が盛んになされていることの意
味も理解できるというものである。
それはさておいて、ララヒン・コミュニ
ティが終焉をむかえたその同じ時期に、イン
グランド北部の、ヨークシャーとランカ
シャーの境界に位置するロッチデールでは、
「ロッチデール友愛組合」が経営に失敗し、
代わってロッチデールで最初の協同組合店舗
経営を実践した「協同組合店」（Co-operative
Shop）が、奇しくも先駆者組合と同じ通り名
称のトード・レーン 15 番地に設立される
（トード・レーン Toed Lane は、オールド・
レーン Old Laneのヨークシャー地方やランカ
シャー地方のアクセントに由来する、との説

がある）。
　ロッチデール友愛組合は「1829年のスト
ライキから起こったフランネル職布工たちの
協同組合で、何人かの熱狂的なオウエン主義
者の支援を受けて」1830年10月に設立され
（組合員 52人、基金総額 108ポンド、被雇用
者10人）、1831－35年にわたって開催され
た「オウエン主義世界の協同組合運動」を表
現した協同組合コングレスに代表を派遣して



54

労働者協同組合物語(8)連載

いる。しかし、たった今述べたように、ロッ
チデール友愛組合は 1833年に解散し、代
わって同じ年にロッチデールで最初の消費者
協同組合となる協同組合店が設立される。友
愛組合と協同組合店の指導者はほぼ同じ顔ぶ
れであることから、両協同組合の間に関連が
あったことは明らかであるが、何故、前者の
労働者生産協同組合から後者の消費者協同組
合へと転換したのかその理由は不明である。
ただ、考えられるとすれば、消費者協同組合
を重視するようになった協同組合コングレス
の影響である。労働者生産協同組合にとって
の第1の困難は資本と原材料の調達と製品市
場の確保に現われることから、友愛組合もこ
の困難に直面し、（ブライトンのウィリアム・
キング博士について見たように）彼ら指導者
は比較的経営が容易な消費者協同組合によっ
て協同組合運動の立て直しを図ったと思われ
る。実際のところ、友愛組合は1832年10月
までに組合員30人、基金総額70ポンド、被
雇用者3人と大きく後退してしまっていたの
である。
　ところが、協同組合店も長続きせず、早く
も 1835年にドアを閉めることになってし
まった。こちらの方の「短命」の最大の原因
は「組合員への信用売り（信用掛け）」にあっ
た。この「信用売り」については、既に第3
回協同組合コングレス（1832年4月）で決議
された「協同組合に関する諸規則」の第6項
に、「信用売り」が「多くの協同組合の崩壊
の唯一の原因」であることから厳に慎むこと
が記されていた。にもかかわらず、この協同
組合店はその「信用売り」を行なったのであ
る。協同組合店の設立者の1人であり、ロッ
チデール友愛組合の指導者として第3回コン
グレスに参加したW．ハリスンが「信用売
り」厳禁の「規則」について知らないはずは

ないのに、何故に「信用売り」を行なったの
だろうか｡考えられ得る点は、協同組合店に
は貧しい組合員を救済するための具体的な方
策がなかったことであろう。組合員の雇用、
救済基金の設置、児童の教育などを協同組合
運動の方針として打ち立てることができな
かったことが、「信用売り」を認めることに
つながっていった、と考えられるのである。
おそらく、地方の他の消費者協同組合も同じ
ような状況にあったのではないだろうか。
　「事実は小説より奇なり」という諺のよう
に、この協同組合店は、およそ10年もの間、
人目につかない地下水の如くに「近代協同組
合の創始」たるロッチデール公正先駆者組合
に繋がっていったのである。というのは、や
がて先駆者組合の指導者になるチャールズ・
ハワースとジェームズ・スタンドリングがこ
の協同組合店に関係していたからである。彼
らは協同組合店での経験やそこで起こった事
柄を忘れずに、彼ら自身の先駆者組合にその
経験や事柄を生かしたのである。文字通り
「失敗は成功の基」になったのである。この
時ハワースは弱冠19歳であった。

22222．．．．．ロッチデール先駆者組合の創設ロッチデール先駆者組合の創設ロッチデール先駆者組合の創設ロッチデール先駆者組合の創設ロッチデール先駆者組合の創設
　ブリテン島には「飢餓の 40年代」という
歴史がある。この「飢餓の 40年代」の中葉
に先駆者組合は創設されたのである。産業革
命が生みだした生産力はこの時期には非常に
大きなものとなり、それによって社会全体が
再編成されつつあった。既に1830年には世
界最初の鉄道「リヴァプール・マンチェス
ター鉄道」が開業しており、道路を含めた交
通機関も大いに発達し、人と物資の移動が一
層容易になり、職・住の分離が一般的な傾向
になっていった。しかし他方で、労働者階級
は、依然として失業と賃金引下げの脅威にさ
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らされ、これに対抗する激しい闘争を展開せ
ざるを得ない状態におかれていた。オウエン
主義者で、『民衆による自助：ロッチデール
の先駆者たちの歴史』の著者G.J.ホリヨーク
は、先駆者組合の起源はフランネル職布工の
「賃上げ運動の失敗」に遡ると述べ、失敗の
結果、チャールズ・ハワース、ジェームズ・
デリィそれにジョン・ヒルといったオウエン
派社会主義者たちが「自らの生活状態を改善
するために協同し、自らが手にしている手段
を駆使すべきである」と主張したことに「先
駆者組合の真の出発点」を求めている 1）。
　こうして、先駆者たちは1844年8月11日
に協同組合設立のための第1回総会を開き、
①組合長：マイルズ・アシュワース、書記：
ジェームズ・デリィ、会計係：ジョン・ホル
トの3役、②受託者（trustees）：チャールズ・
ハワース、ジョン・アスワース、ウィリアム・
マラリュー、③理事（directors）：ジェーム
ズ・トウィーデール、ジェームズ・スミシー
ズ、ジェームズ・ホルト、ジェームズ・バン
フォード、ウィリアム・テーラー、④監査
（auditors）：ジョン・ベント、ジョーゼフ・
スミス、などが任命された。2日後の13日に
開かれた会合で先駆者組合の設立日を
「1844年 8月 15日」とすることが決定され
た。以後、創設に向け
て慎重に準備に取りか
かり、1 0 月 2 4 日に
「ロッチデール公正先
駆者組合の規則と目
的」（L a w s  a n d
O b j e c t s  o f  t h e
Rochdale Society of
Equitable Pioneers）
が法的承認を得、10月
27日の総会では「規則

と目的」を「250部印刷する」ことが決めら
れ、11月21日の委員会でトード・レーンの
倉庫の所有者ウォルター・ダンロップとの家
賃年額12ポンドの賃貸契約が承認された―
最終的には、「年額10ポンドで3年間の賃貸」
契約となった。この間に人事に変更があり、
会計係にウィリアム・クーパー、販売係にサ
ミュエル・アシュワースが任命された。そし
て 1844年 12月 21日（土曜日）夕刻、漸く
にして先駆者たちは自分たちの店舗を開設し
たのである。店舗には「小麦、バター、砂糖
およびオートミール」が並べられた。この小
さな店舗の小さな一歩が近代協同組合運動の
出発を刻んだのである。
　1844年12月26日の委員会は、ロバート・
ラプトン、ジョージ・モートンそれにジェー
ムズ・ワトモウの3人の加入を承認し、翌年
の1月2日の委員会はジェームズ・スミシー
ズを店舗支配人（superintendent）とするこ
とを決定した。
　先駆者組合の最初の定例総会（General
Quarterly Meeting）は1845年1月6日に開
催され、報告の承認、組合長にチャールズ・
ハワース、書記にジェームズ・デリィ、会計
係にジョン・ホルトを選出した。また2月27
日の委員会は開店時間の大幅な変更を決め



56

労働者協同組合物語(8)連載

た。先の「規約と 目的」では店舗は「月曜日
の午後7時～9時および土曜日の午後6時～
11時の間開店」となっていたが、早くも「月
曜日午後4時～9時、水曜日午後7時～9時、
木曜日午後 8時～ 10時、金曜日午後 7時～
9時、土曜日午後1時～11時」に開店と決め
られ、先駆者組合の発展振りが窺えるのであ
る。

33333．．．．．先駆者組合パラドクス先駆者組合パラドクス先駆者組合パラドクス先駆者組合パラドクス先駆者組合パラドクス：：：：：
「「「「「規規規規規則則則則則ととととと目目目目目的的的的的」」」」」ののののの「「「「「第第第第第 11111 条」条」条」条」条」の意味の意味の意味の意味の意味
　一般にロッチデール公正先駆者組合の「趣
意書」と呼ばれている「規則と目的」（「1844
年規約」）の第1条は、あまりに有名なので、
ここで敢えて論じる必要もないかと思われる
が、この 1条には「先駆者組合パラドクス」
―と私は強調しているのであるが―が包含さ
れていて、大変興味の湧くところであるの
で、簡潔に論じてみることにしたい。
　第1条は次の文章をもって始まる。
　
　　本協同組合の目的と計画は、1人1ポン
ドの出資金で十分な額の資本を調達する
ことによって、組合員の金銭的利益と社
会的および家庭的状態の改善のための制
度（arrangement）を形成することにあ
る。そのために、次のような計画と取り
決めを実行に移す。

第1条におけるこの前文は重要である。先駆
者組合の目的は「組合員の金銭的利益と社会
的および家庭的状態の改善」を実現する制度
を形成することである、とこの文章は謳って
いる。したがって、この「目的」は、「組合
員の金銭的利益」の実現と「組合員の社会的
および家庭的状態の改善」の実現とを図るこ
とを意味している。このことを正確に捉えて

おいて、次の「計画と取り決め」を見てみる
と、先駆者組合の歴史的役割が明確になって
くる。

1 食料品、衣料品などの販売のための
店舗の開設。

　　2．自分たちの家庭的および社会的状態
を改善するためにお互いに助け合おう
と願っている組合員が居住できる多数
の住宅を建築・購入もしくは組み立て
る。

　　3．失業状態にある組合員あるいはくり
返しなされる賃金の引下げに苦しんで
いる組合員に仕事を与えるために、本
協同組合が決定し得る品物の製造を開
始する。

　　4．本協同組合の組合員に対する一層の
利益と安全のために、本協同組合は、
土地あるいは土地の不動産を購入もし
くは賃借して、失業している組合員あ
るいはその労働に対して不当に低い報
酬しか与えられない組合員にそれを耕
作させる。

　　5．実行可能になり次第、本協同組合は、
生産、分配、教育および統治の能力を
備えるよう着手する。換言すれば、共
同の利益で結ばれた自立的な国内植民
地（home colony）を建設し、またその
ような国内植民地を建設しようとする
他の協同組合を援助するよう着手す
る。

　　6．禁酒を普及するために、都合がつき
次第、本協同組合の建物の一部に禁酒
ホテルが開設される。

これらの第1項から第6項までの「計画と取
り決め」は、先駆者たちの思想と運動と生活
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経験から発せられたも
のであるが、それはま
た、先駆者たちが、
ロッチデールのコミュ
ニティとその住民に向
けて、「組合員の金銭
的利益」の実現のため
の店舗の開設、「組合
員の社会的および家庭
的状態の改善」のため
に失業と低賃金に代わ
る仕事と雇用の創出、
それに生活の基盤たる
住宅の建築あるいは確
保を優先課題として取
り組むことを提案し、公言したものでもあっ
た。この提案は協同組合運動における一つの
重要なターニング・ポイントを示唆してい
る。
　第 5項は、しばしば言われているように、
オウエン派社会主義思想に基づいた「コミュ
ニティの建設」というオウエン主義協同組合
の目標を提示しているものである。先駆者組
合100周年を記念して1944年に『協同組合
の 1世紀』を著わしたG.D.H.コールは、第
1項から第4項まではこの第5項のための準
備段階である、と主張しているが、果たして
そのような理解は正しいか、疑問のあるとこ
ろである。
確かに、第1項から第4項の内容は、われ
われがこれまで本誌で述べてきたようなオウ
エン主義協同思想や協同組合運動を基礎とし
て1820年代から始まったさまざまな協同組
合運動を先駆者たちの置かれているコンテク
ストに基づいて表現した内容である、と言う
ことができる。例えば、店舗の開設は―かつ
てロンドン協同組合で実践され、またブライ

トンでもブライアンが実践したように―当初
はコミュニティ建設（ここでは国内植民地）
のための「基金の確保」を目指していたし、
第2、第3それに第4の各項も同じくかつて
オウエン主義者たちによって取り組まれた事
柄である。しかし、これら第1項から第4項
を先の前文の「組合員の金銭的利益」と「組
合員の社会的および家庭的状態の改善」の実
現と重ね合わせて考えると、コールの主張を
直ちに首肯することはできない。コールが、
第 6項を、「竜頭蛇尾」であり、他の 5項目
からすると「バランスを失している」、と言
わざるを得なくなってしまっているのも、彼
の主張の説得力を疑わせるものになっている
のである。
すなわち、ここに前文のもつ意味が非常に
重要になってくるのである。第1条の前文で
示された内容は組合員の「金銭的利益」と
「社会的および家庭的状態の改善」とを実現
することであって、そのために先駆者たち第
1項から第6項を実践するとした。オウエン
主義協同組合運動は、本来、第2、第3それ
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に第 4の各項目を、「労働と消費と財産の共
同および平等な権利」を原理とする新たに建
設されたコミュニティにおいて実現する、と
主張してきた。換言すれば、協同コミュニ
ティには①サービス組織的機能、②相互扶助
組織的機能、それに③統治・教育組織的機能
が組み込まれており、協同コミュニティにお
いてはじめて人びとはあらゆる利益を享受
し、幸福になる、とオウエン主義者たちは強
調してきたのである。それ故、第3回協同組
合コングレスで決議された「協同組合に関す
る諸決議」にあるように、協同組合事業から
生じた利潤（剰余）は、組合員の間で分配さ
れてはならず、あくまでも「コミュニティ建
設基金」として確保され蓄積されなければな
らず、したがってまた、協同組合から不分割
でなければならなかった。しかしながら、先
駆者たちは、前文で「金銭的利益」の実現と
「社会的および家庭的状態の改善」の実現を
謳ったことによって、組合員への利潤（剰余）
の分配を実行したのである―規約の第22条
は「購買高に応じて利潤を分配する」と謳っ
ている。このことは、店舗経営により生じた
利潤（剰余）の分配を通じて組合員に「金銭
的利益」をもたらすことだけではなく、残り
の利潤（剰余）を先駆者組合のその他の事業
の基金にすることをも意味した。それはま
た、先駆者たちにとっては、「組合員の社会

的および家庭的状態の改善」は決して
長期の目標ではなく、当面のそしてで
きる限り可能な範囲で実現すべき目標
であった、ということを意味したので
ある。
その意味ではまた、第6項の「禁酒
ホテルの開設」も先駆者たちにとって
喫緊の重要性をもっていた、と言わな
ければならないだろう。当時の労働者

の飲酒問題は組合員の「金銭的利益」と「社
会的および家庭的状態の改善」の実現と結び
ついた問題でもあったのである。
こうして見てくると、コールの主張する

「準備段階説」には疑問の余地がある、と思
われる。コールが何故「準備段階説」に固執
したのかを考えていくと、コールは先駆者た
ちが「コミュニティと協同組合の関係」を協
同組合コングレスに典型的に見られたような
1830年代のオウエン主義協同組合運動とは
相異する視点をもち始めていることにあまり
留意しなかったのではないのか、とのことが
想起されるのである。すなわち、1830年代
のオウエン主義協同組合運動は「コミュニ
ティと協同組合の関係」を文字通り「一体的
関係」とみなしていたのに対し、先駆者たち
はそれらの関係を「多元的関係」―サービス
組織的機能と相互扶助組織的機能を協同組合
がそこで存続するコミュニティにおいて遂行
し、さらに統治・教育組織的機能を協同組合
のなかに取り込んでコミュニティと関係して
いく、という状態―とみなすようになって
いったのではないか、ということである。一
言で言えば、先駆者たちは「コミュニティと
協同組合の関係」を「一体的関係」とみなし
ていた協同組合運動から「多元的関係」とみ
なす協同組合運動への移行過程に位置してい
たのであり、「近代協同組合の創始」となる
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ための「産みの苦しみ」を経験していたので
ある。
換言すれば、オウエン主義協同組合運動を
引き継いだ先駆者たちが、左手にオウエン主
義の「コミュニティ建設」を掲げ、組合員の
金銭的利益を実現するために右手に「利潤
（剰余）の分配」を掲げるのは、パラドクス
の何ものでもない、ということである。しか
しながら、先駆者たちはそのことがパラドク
スであるとは考えなかった。というよりも、
彼らは、「組合員の金銭的利益」と「組合員
の社会的および家庭的状態の改善」の実現を
当面の課題と考え、「コミュニティ建設」は
もう少し後の将来のことだと、そう考えたの
である。それ故、創設された時の先駆者組合
の特徴を一言で表現すれば、われわれは「先
駆者組合パラドクス」と言う外ないのであ
る。そしてやがて先駆者組合は 10年後には
この時の姿とは別の姿をわれわれに見せるこ
とになるのである。

44444．．．．．先駆者組合の発展と生産協同組合先駆者組合の発展と生産協同組合先駆者組合の発展と生産協同組合先駆者組合の発展と生産協同組合先駆者組合の発展と生産協同組合
　先駆者組合は最初の10年間に大きく発展
した。それを数字で表すと次のようになる。
　　1）組合員数：28人から1,400人（約50

倍）。
　　2）基金総額：28ポンドから 1万 1,032

ポンド（約 400倍）。
　　3）事業総額：1855年時点で 4万 4,502

ポンド（約 63倍）。
　　4）剰余総額：1855年時点で3,106ポン

ド（約 100倍）。
このような数字にはっきりと表われている先
駆者組合の経済的成長は、しかし、「1854年
規約」2）に10年前の1844年規約とは異なる
先駆者組合の思想状況を明示することにな
る。「1855年規約」の第2条は先駆者組合の

目的を次のように記すことを憚らなかった。

　本協同組合の目的は、一般の商人の
取引きと同じように経営することに
よって、組合員が食料品、燃料品、衣
料品あるいはその他の生活必需品を一
層有利に購入できるようにするための
基金を組合員の自発的出資により調達
することである。

　先駆者組合のこの「目的」には、ロンドン
協同組合やウィリアム・キングそれにオウエ
ン主義協同組合運動が掲げた理想はもちろ
ん、わずか10年前の先駆者たちが追い求め
た「社会改革の理想」を見ることができな
い。コールも述べているように、先駆者組合
にはオウエン主義協同組合運動が求めた高邁
な理想は消え失せてしまったのである。しか
し、そうだからといって、1820年代から営々
と築かれ、蓄積されてきた近代協同組合運動
の「遺産」がすべて消失してしまったわけで
はない。そこには産業革命後の形態を変えた
「社会改革」に繋がる新たな協同組合運動の
理念が育っていた。協同組合の民主的管理・
運営や組合員とその家族のための教育の拡充
といった原則が確認され、協同組合の特徴的
性格を浮き立たせる基礎を創りだしたのであ
る。
　先駆者組合は、1850年代に入ると、コミュ
ニティとの多元的関係を押し進めた。産業革
命後のイギリス社会にあっては、協同組合が
「コミュニティとの多元的関係性」を追求す
ることは、むしろ当然のこととなってきた。
ロッチデール協同製粉所（the Rochdale Co-
operative Corn Mill）もその1つの表われで
あった。
　ロッチデール協同製粉所は1850年に先駆
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者組合の理事会から独立した委員会の下に設
立されたが、間もなく資本不足に悩まされる
ことなる。先駆者組合が100ポンド投資し、
チャールズ・ハワースが総務を担当し、1846
年に先駆者組合に加入したエイブラハム・グ
リーンウッドが経営責任者となった。しかし
ながら、設立当初の状況はひどいものであっ
た。例えば、ある製粉職人は、不誠実な人間
で、委員会が承認していない仕入先から頼ま
れて品質の悪い小麦を購入していたし、また
ある職人は四六時中酒を手放さないし、さら
に別の職人は「愚か者」であった、とホリ
ヨークは述べている 3）。
　 『コープ：ピープルズ・ビジネス』の著者
ジョンストン・バーチャルは、設立当初のこ
の協同製粉所の状況について次のように描
き、臨場感を伝えてくれていている。

　　また帳簿係にはボランティアが用いられ
ており、そのため「帳簿はそれにふさわ
しく台無しにされ、使い物にならなかっ
た」。特に、先行きが不透明なことから母
体の先駆者組合の状態についても噂をよ
んでいたという事実、自分たちの貯金を
引きだそうかと心配している組合員たち
を抱える先駆者組合自体の金によって運
営されていたという事実は、450ポンド
の損失が生じたことにより、事業をあき
らめなければならない可能性をもたらし
た。しかし彼らは、伊達に先駆者を名
乗っていたわけではない。ジェームズ・
スミシーズは自分たちの名誉が危機に瀕
しているのだと宣言した。ちゃんとした
帳簿係が採用され、グリーンウッドも製
粉所のマネージャーに就任することに同
意する。彼は、製粉について何も知らな
かったけれども、たちまち赤字を一掃す

るほどのすばらしい仕事をした。しか
し、ホリヨークが言うように、その激務
は彼の健康、そしてほとんどその命まで
も代償としたのである。4）

こうして経営の立て直しがなされたのである
が、それでも問題は残った。なかでも大きな
問題は、協同製粉所が生産する小麦粉は純良
にもかかわらず―純良であるからこそ、と言
うべきであるが―小麦粉の色が白色でなく、
自然のままの薄茶色であったことから、組合
員がこの小麦粉を購入しようとしなかったこ
とである。それでも、先駆者組合はよその小
麦粉を組合員に供給することを拒否して、協
同製粉所の純良な小麦粉を供給することにこ
だわり、事業を継続した。そしてやがて組合
員も純良の小麦粉を購入するようになり、
1852年までには22の消費者協同組合が協同
製粉所の小麦粉を扱うようになった。
バーチャルは、組合員が何故に協同製粉所
の小麦粉を購入するようになったのか、その
間の事情について言及していないが、おそら
く純良の小麦粉がいかに組合員の健康を保持
し、向上させるかを説き、訴えたことだろ
う、と思われる。組合員の「健康の保持と向
上」という使命は、ウィリアム・キング以来
の協同組合運動の誇るべき伝統的な社会的使
命なのである。昨今の日本における協同組合
の「偽ブランド問題」を考えるにつけ、組合
員が安全や安心といった品質よりも味や「見
てくれ」に関心を寄せ、生協がそれに対応し
ようとした消費者追随に、あるいは一種の組
合員の「消費者エゴ」にも原因があるのでは
ないか、と思わざるを得ないのである。それ
はさておき、ロッチデール協同製粉所は、
1856年に古い賃貸の製粉所から注文して建
築した新しい製粉所に移転し、1860年頃に
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は売上高 13万 3,000ポンド、購買高配当の
ための剰余も約 1万ポンドを上回るように
なった。
「コミュニティとの多元的関係性」を表現
するもう 1つの別の例は、1854年に設立さ
れたロッチデール製造協同組合（ t h e
Rochdale Manufacturing Society）である。
この製造協同組合は、バーチャルがいみじく
も言っているように、「先駆者たちに、どん

A A A

なふうに協同組合事業体を設立してはならな
A A

いか、という点で有益な教訓を与えてくれ
た」のである（傍点は引用者）。
先駆者組合は、他の人たちとともに、綿お
よび毛織物の製品を生産する生産協同組合に
投資した。この製造業協同組合の「規則」は、
次回で論及する「キリスト教社会主義者」の
エドワード・ヴァンシタート・ニールによっ
て起草された。剰余は、出資金に対する5％
の利子と資産の原価償却を差し引いた後に、
資本と労働の間で分配された―「労働に対す
る利潤分配」（profit-sharing, bonus on
labour）はキリスト教社会主義者がもっとも
強調する労働者生産協同組合運動の原則で
あった。
この製造協同組合の議長に J.T.W. ミッ
チェルが選任された。ミッチェルは、先駆者
ではないが、後にCWS（協同組合卸売連合
会）の初代会長となるほどの能力を備えた、
誠実な人物であった。製造協同組合は、96の
力織機と42人の労働者とをもって、ロッチ
デールのある工場の1階を借りて操業を開始
した。間もなくして、別の工場を借りて紡績
部門にも事業を拡張し、そしてついにミッ
チェルは、1866年に先駆者組合自前の工場
を建設するまでにこの製造協同組合を成功に
導いたのである。
だが、この間にいくつかの問題が生じた。

この製造協同組合は、当初、労働者に対する
利潤分配がなされていて、労働者の働く意欲
は強く、働き振りを厳格に監督する必要など
ほとんどなかった。しかし、事業が拡張さ
れ、資本の投入が必要になると、新たな出資
者が必要になってきた。出資者の数は、設立
当初は 200人ほどであったのが、1860年に
は1,400人にも増加した。ところが、新参の
出資者の多くは、労働者のコ・パートナー
シップに熱意を示さなかった（「コ・パート
ナーシップ」という用語は、ずっと後に使わ
れるのであるが、1860年頃には「産業パー
トナーシップ」という用語使われていた。こ
れは、組合員労働者が自ら出資し、経営に参
加し、労働に応じた利潤分配をうけることを
原則とする、労働者自主管理の1つの方法で
あった）。そして1862年に彼らは労働者に対
する利潤分配を廃止するための規約改正を行
なったのである。
先駆者たちはこの行為にひどく失望した。
先駆者の 1人であるウィリアム・クーパー
は、「自分が同意できない原則をもつ協同組
合に加入し、そしてその組織を破壊するとい
うのは間違っていると私は考える」、と語っ
ている 5）。バーチャルも述べているように、
新参の出資者によるこのような「変節」に対
する失望は、それが済んでしまえば消えてな
くなるものではなく、長く残るものであり、
影響を与えるのである。
例えば、その影響はミッチェルがCWSの
会長に就任した時に見ることができる。ミッ
チェルは、独立した労働者生産協同組合の組
合員労働者を「小さな資本家」とみなし、彼
らをあの新参の出資者たちと重ね合わせて見
るようになった。ミッチェルが、協同組合の
生産事業はCWSを通じて発展させ、消費者
協同組合のコントロールの下に置かれなけれ
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論文中の写真は、http://www.manchester.com/tourist/home.htmlおよびhttp://manchesterhistory.net/
rochdale/homepage.htmlより。(編集部）

ばならないと考えたのは、「小さな資本家」
から消費者の利益を守ることこそが労働者全
体の利益となる、と考えたからである。まこ
とに、「資本家に対して消費者の利益を守ろ
うとして、協同組合運動が労働者への利潤分
配の原理までも放棄してしまったのは皮肉で
ある」と言う外ない。事業的には大きな成功
をもたらした「ミッチェルの失敗」は、金銭
的な利益を追い求める投資家と労働者生産協
同組合の労働者組合員とを「同じポットで煮
てしまった」ことにある、と言ってもよいか
もしれない。
しかしながら、モンドラゴン協同組合企業
体のように、協同組合運動の歴史は「労働に
応じた利潤分配」の復活をわれわれに見せて
くれている。だが、われわれは、現代の労働
者協同組合運動に辿り着く前に、ミッチェル
や消費者協同組合の陣営が押し進めた路線と
厳しく対立したキリスト教社会主義者たちや
E.O.グリーニングなどの指導の下で展開さ
れた労働者生産協同組合運動について次回見
ていくことにしよう。

1）G.J.Holyoake, Self-help by the People:
The History of the Rochdale Pioneers,
1893, p.10.
2）「1854年規約」は、1854年 10月 23日の総

会において採択され、翌55年 1月に法律上
の承認を得た。「1854 年規約」と称したの
は、総会で採択されたことを理由としてい
る。
3） J．バーチャル著『コープ：ピープルズ・

ビジネス』（中川・杉本訳、大月書店、1997
年）、p.76.
4）同上、p.76.
5）同上、p.77.


